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産業人材育成ポータルサイト運営事業委託業務仕様書 

 

１ 目的 

愛知県では、基幹産業である製造業を始めとした中小企業の人材育成支援及び産

業界・教育界が連携したキャリア教育の取組強化を主な目的として、県内で開催さ

れる職業訓練・研修・講座や、学校等でのキャリア教育の取組など県内の産業人材

育成の関連情報を一元化したポータルサイト「ひと育ナビ・あいち」（以下「サイト」

という。）を平成 28年３月 22日に開設し、運営している。 

県内の産業人材育成の取組を推進するため、引き続き、サイト運営(コンテンツの

維持・充実、広報、システム保守等)を実施する。 

 

２ 委託業務名  

「産業人材育成ポータルサイト運営事業」 

３ 委託契約期間 

令和７年４月１日（火）から令和８年３月 31日（火）まで 

４ 委託業務内容 

 (1)  サイトのコンテンツ維持・充実業務 

ア サイトの魅力を高める特集コンテンツの作成 

『DX人材育成に取り組む中小企業』をテーマに、本サイトの利用を促進する

特集コンテンツを作成する。 

＜参考＞ 

現在、サイトに掲載されている特集コンテンツは以下のとおり 

・社員が働きやすい中小企業へ突撃取材「働きやすい職場づくりのカギ」 

・キャリアコンサルタントが導く「自分に合った会社の見つけ方」 

・現役大学生の書いたエントリーシートを赤ペン添削「エントリーシート赤ペン添削」 

・学生時代に力を入れたこと＝ガクチカのポイントを紹介する「エントリーシートガクチカ塾」 

・面接でのコミュニケーション能力向上を目指す「もっとよくなるコミュ力講座」 

   ・人材育成の視点から職場環境を見直すコラム「ひと育見直し塾」及びコラムのテーマと連動し

たＳＮＳマンガ「ひと育社の人々」 

   ・中小企業にカワイイ犬が訪問取材する「犬も歩けば星にあたる」 

   ・短時間で行えるクイズ形式のマナーチェック「オンライン就活スピード○×チェック」 

   ・企業の研修状況を SNS トーク形式でまとめた「隣の会社の社員研修」 

   ・組織マネジメントのプロによるコラム「“新卒”不安解消大作戦」 

   ・就活を終えた学生と就活アドバイザーによる「インターン」に関するインタビューを配信した

「先輩に聞くあいちのインターン」 
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イ サイト登録情報の更新 

サイトに登録されている以下の情報の追加、更新を行う。 

（ア）教育委員会から提出されるキャリア教育の年次実績データ（年１回) 

（イ）工場見学ナビ（PDF版）のデータアップロード（適宜） 

（ウ）トップページバナーアイコン及びリンク先（適宜） 

（エ）「研修・講座ナビ」(適宜) 

（オ）登録コンテンツへ誘導のためのカルーセルの更新（随時） 

（カ）その他サイトデザイン更新等（プログラムの大幅な改変を伴うものを除く

軽微なもの）（年２回程度） 

(2) 広報 

  ア 特集コンテンツを SNS 等と連動し広告を行うことにより特集ページへの誘

因を図り、アクセス数を向上させる。 

  イ 登録者数を増やすため、未登録事業者への周知活動を実施する。 

 (3) システム保守等 

次のとおり、サイトの既存システムの保守を行う。 

ア システム運営を円滑に行うため、不要なデータの削除、システムの稼動

チェック、システムセキュリティのアップデート及びアクセス数の管理を適

宜実施する。 

   イ その他県の指示に従い、サイトの維持、運営に必要な保守・改修を行う。 

５ 委託業務に当たっての留意点  

（1） 事業内容については、本仕様書及び企画提案書によるものとする。 

（2） 事業の実施に当たっては、事前に愛知県と十分協議するとともに、進捗状況を

逐次報告すること。 

（3） 本事業の実施に起因する事故・トラブル等については、受託者は誠意をもって

対応し、解決すること。 

（4） 委託事業の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して会計

処理を行うこと。 

（5） 本業務にかかる実地監査等が行われる場合は協力すること。 

（6） 受託者は、事業完了後５年間、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を、県

の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければ

ならない。 

（7） 作成し、公開する特集コンテンツ等について、第三者が権利を有する著作物が

含まれる場合には、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び

使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行う。 
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（8） 本件に関して、疑義が生じた場合及びこの仕様書に定めのない事項について

は、愛知県と協議の上、決定するものとする。 

（9） 上記(1)から(8)については再委託先においても適用する。 

 

６ 納入場所 

  愛知県労働局産業人材育成課又は指定する場所 

 

７ 成果物  

 (1) 成果報告書(２部)及びその電子データ（県が指定するデータ形式） 

 (2) その他県が指定するもの 

 

 


